
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面もご覧ください） 

お問い合わせ ＴＥＬ：０４８－８２４－２６３１   （R6．9）

組合員、准組合員の皆様へ 

埼玉県医師国民健康保険組合からのお知らせ  

○令和 6 年 12 月 2 日以降、現行の保険証は廃止されます 

○現行の保険証の有効期限が切れた後について 

○現行の保険証の使用について 

国の法改正により、健康保険証をマイナンバーカードに一本化するため、令和 6 年 12 月 2 日

以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証（保険証利用登録がされたマイナンバーカー

ド）を基本とする仕組みになります。 

令和 6 年 12 月 2 日以降、現行の保険証の発行はできなくなります。 

新規の加入のほか、住所氏名変更、再交付申請も対象です。 

住所変更などの手続きがお済みでない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。 

当組合では、現行の保険証の有効期限を、設定できる範囲で最長

の「令和 7 年 12 月 1 日」としていますので、その有効期限まで使用

いただけます。 

○令和 6 年 12 月 2 日以降の新規加入や住所氏名変更等について 

令和 6 年 12 月 2 日以降、新規の加入、住所氏名変更や再交付申請などの場合、マイナ保

険証を保有する方には、「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を保有しない方には、「資格

確認書」を交付いたします。 

現行の保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を保有する方には、「資格情報のお知

らせ」を、マイナ保険証を保有しない方には、「資格確認書」を送付いたします。マイナ保険証を

保有する方は、「マイナ保険証」で、マイナ保険証を保有しない方は、「資格確認書」を医療機

関に提示し、受診してください。 

○マイナ保険証の利用でも、加入、喪失、住所変更の手続きは必要です 

マイナ保険証を利用されても、加入や喪失などの切り替えや住所氏名変更などの手続きは必要

になります。自動で資格情報が変わることはありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○加入時等に添付いただく「保険証のコピー」について 

現在、加入や住所氏名変更の届出に、住民票に記載されている方の 

「保険証のコピー」を添付いただいていますが、令和 6 年 12 月 2 日以 

降は、「保険証のコピー」、医療保険の資格情報が確認できる「資格情 

報のお知らせ」や「資格確認書」のコピー、マイナポータルで PDF 出力し 

た「医療保険の資格情報」のいずれかを添付してください。マイナンバー 

カードのコピーでは、医療保険の資格情報の確認はできません。 

○資格情報のお知らせ、資格確認書の即時交付ができません 

令和 6 年 12 月 2 日以降、新規加入時に交付する「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」

は、システム登録、情報確認、中間サーバーにデータ登録などに時間を要するため、窓口での即

時交付を致しかねます。住所氏名変更や再交付申請は、即時交付が可能です。 

○資格確認書の交付申請について 

「資格確認書」は、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず交付するものですが、以下の

場合に限り、申請により交付いたします。 

１．マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない 

２．マイナンバーカードを返納する予定である 

３．介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確

認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である 

４．その他（マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある） 

○マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について 

令和 6 年 10 月頃以降、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請は、保険

者（医師国保）が受け付けることになりますので、解除申請書によりご申請いただくこと

になります。なお、解除申請書の受理後、「資格確認書」を交付いたします。 

○マイナ保険証利用者の加入申込書提出～登録～マイナ保険証利用まで 

当組合で加入申込書の受領後、中間サーバーにデータ登録を完了することでマイナ保険証の利

用が可能となります。データ登録完了後に「資格情報のお知らせ」を事業所宛に送付しますので、

「資格情報のお知らせ」がお手元に届いたら、マイナ保険証の利用が可能です。なお、健康保険の

資格変更後に初めてマイナ保険証により受診する場合には、事前にマイナポータルにアクセスし、

医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されていることをご確認ください。 


